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中
国
研
究
集
刊 

剣
号
（
総
五
十
五
号
）
平
成
二
十
四
年
十
二
月　

八
〇
︱
九
五
頁

上
博
楚
簡
『
有
皇
将
起
』
小
考

福
田
一
也

序　

言

馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
八
）』（
上
海
古

籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
五
月
）
に
、『
李
頌
』・『
蘭
賦
』・『
有

皇
将
起
』・『
鶹
鷅
』
と
題
さ
れ
た
詩
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
整
理
を
担
当
し
た
曹
錦
炎
氏
は
、『
李
頌
』・『
有
皇
将

起
』・『
鶹
鷅
』
に
つ
い
て
は
「
楚
辞
体
」、『
蘭
賦
』
に
つ
い
て
は

「
賦
体
」
と
評
す
る
な
ど
、『
楚
辞
』
と
の
関
係
に
着
目
す
る
。

『
楚
辞
』
な
ど
に
多
く
み
え
る
語
気
詞
の
「
兮
」
が
句
末
に
使
用

さ
れ
て
い
る
点
や
（『
蘭
賦
』
を
除
く
）、『
楚
辞
』
と
同
じ
く

「
余
」
と
い
う
一
人
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
（『
有
皇
将
起
』・

『
鶹
鷅
』）（1
）が
そ
の
主
な
根
拠
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
文
献
は
『
楚

辞
』
の
形
成
と
発
展
の
歴
史
を
研
究
す
る
一
助
と
な
る
と
曹
氏
は

述
べ
る
。

確
か
に
、
上
博
楚
簡
中
に
は
南
方
の
楚
国
と
関
わ
り
の
深
い
文

献
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り（
2
）、
語
気
詞
な
ど
の
面
で
南
方
の
特

徴
を
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
記
の
詩
篇
は
『
楚
辞
』
の
成
立

を
考
え
る
上
で
重
要
な
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
今
回
発
表
さ
れ
た
詩
篇
中
に
は
、
内
容
的
に
『
楚

辞
』
と
重
な
る
文
句
な
ど
は
み
え
ず
、
細
か
く
み
る
と
語
気
詞
の

用
法
も
『
楚
辞
』
と
は
異
な
っ
て
い
る
。「
楚
辞
体
」
や
「
賦
体
」

と
い
っ
て
も
、『
楚
辞
』
と
の
強
固
な
関
係
性
が
見
出
さ
れ
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
楚
辞
』

と
の
関
連
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
上
記
四
篇
中
の
『
有
皇
将
起
』
に

焦
点
を
当
て
、
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

『
有
皇
将
起
』
の
内
容
に
関
し
て
、
整
理
者
の
曹
錦
炎
氏
は
、
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「
説
明
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

本
篇
は
楚
辞
体
の
作
品
で
あ
り
、
今
本
に
は
見
え
な
い
。
内

容
よ
り
み
る
と
、
詩
人
は
楚
国
の
上
層
の
知
識
人
で
あ
り
、

貴
族
の
子
弟
を
教
育
す
る
保
傅
の
職
を
担
当
し
、
思
う
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
こ
れ
を
作
成
し
た
。
作
者
は
、「
惟
余
教
保

子
」・「
能
為
余
拜
楮
柧
」
と
い
う
人
物
で
あ
り
、「
思
遊
於

愛
」・「
能
與
余
相
惠
」
を
願
っ
て
い
る
。
一
方
で
は
学
生
を

「
慮
余
子
其
速
長
」・「
又
不
善
心
耳
」・「
如
女
子
將
眯
」
と

心
配
し
、
一
方
で
は
学
生
を
「
何
哀
成
夫
」
と
戒
め
、「
周

流
天
下
」・「
將
莫
惶
」
と
鼓
舞
し
て
い
る
。
切
々
と
し
た
愛

情
が
言
葉
上
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
同
時
に
作
者

は
、「
三
夫
之
謗
」・「
膠
膰
誘
」
な
ど
、
す
な
わ
ち
小
人
が

教
職
に
つ
く
動
機
が
不
純
で
あ
る
と
誹
謗
す
る
こ
と
に
対
し

て
憤
慨
の
情
を
表
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
と
て
も
屈
原
作
品

の
趣
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

曹
錦
炎
氏
は
、
本
詩
の
作
者
は
楚
国
に
お
け
る
貴
族
の
教
育
係

で
あ
り
、
学
生
の
成
長
を
案
じ
て
時
に
は
戒
め
、
時
に
は
鼓
舞
す

る
と
い
っ
た
作
者
の
愛
情
が
詩
に
あ
ふ
れ
て
い
る
と
す
る
。
ま

た
、
小
人
か
ら
の
中
傷
誹
謗
に
対
す
る
憤
慨
の
情
も
看
取
さ
れ
、

こ
の
点
は
屈
原
作
品
に
通
ず
る
と
も
評
す
。

確
か
に
、
本
詩
（
全
六
簡
）
の
第
一
簡
か
ら
第
五
簡
に
お
い

て
、
作
者
は
そ
の
教
え
子
と
み
ら
れ
る
「
保
子
」
に
対
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
訓
戒
を
施
し
て
お
り
、
そ
の
成
長
を
願
う
言
葉
が
随
所

に
看
取
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
者
で
あ
る
作
者
が
子
弟
の

将
来
を
案
じ
て
詠
ん
だ
詩
と
す
る
曹
氏
の
基
本
理
解
は
妥
当
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
基
調
か
ら
一
転
し
、
末
尾
の

第
六
簡
に
お
い
て
作
者
は
、
自
分
を
誹
る
小
人
た
ち
に
向
け
て
憤

り
の
言
葉
を
発
す
る
。
曹
氏
は
、
小
人
が
作
者
を
非
難
す
る
の
は

「
教
職
に
つ
く
動
機
が
不
純
で
あ
る
」
た
め
と
推
測
す
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
な
ぜ
末
尾
に
お
い
て
突
如
こ
の
よ
う
な
話
が
持
ち

出
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
一
連
の
教
え
子
へ

の
愛
情
と
末
尾
の
小
人
に
対
す
る
憤
慨
と
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う

な
関
連
性
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
詩
は
全
六
簡
が
残
存
す
る
が
、
上
半
部
や
下
半
部
が
欠
損
し

て
い
る
簡
も
あ
り
、
竹
簡
の
配
列
の
確
定
が
非
常
に
困
難
で
あ

る
。
ま
た
、
詩
と
い
う
性
格
上
、
説
話
な
ど
物
語
性
を
有
す
る
も

の
と
は
異
な
り
、
内
容
か
ら
も
詩
句
の
前
後
関
係
を
特
定
し
が
た

い
。
さ
ら
に
、
本
詩
中
に
は
特
定
の
人
物
や
事
件
な
ど
は
み
え

ず
、
詩
の
背
景
を
知
る
手
掛
か
り
が
な
い
こ
と
も
本
詩
の
理
解
を

よ
り
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
数
々
の
資
料
的
制
約
も
あ
り
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、

整
理
者
以
外
に
本
詩
の
全
体
理
解
に
言
及
し
た
論
考
は
提
出
さ
れ

（ 81 ）



て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
で
は
、
個
々
の
文
字
の
釈
読
に

関
し
て
は
、
復
旦
吉
大
古
文
字
専
業
研
究
生
聯
合
読
書
会
（
以

下
、「
聯
合
読
書
会
」
と
省
略
）
を
は
じ
め
と
す
る
諸
家
の
説
が

提
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
ふ
ま
え
る
こ
と
で
、
よ
り

精
度
の
高
い
釈
読
が
可
能
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
諸
家
の
説
を
参
考
に
し
な
が
ら
再
度
本
詩

の
釈
読
を
行
う
。
そ
し
て
そ
の
上
で
上
記
の
問
題
に
つ
い
て
考

え
、
詩
全
体
を
整
合
的
に
解
釈
す
る
た
め
の
一
つ
の
推
論
を
提
示

し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
書
誌
情
報

曹
錦
炎
氏
の
「
説
明
」
な
ど
を
参
考
に
、『
有
皇
将
起
』
の
書

誌
情
報
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
。

篇
名
は
、
整
理
者
が
冒
頭
の
四
字
（「
有
皇
将
起
」）
を
取
っ
て

命
名
し
た
仮
題
で
あ
る
。
全
六
簡
。
三
道
編
綫
。
簡
長
は
約
四
二

㎝
で
、
簡
端
か
ら
第
一
契
口
ま
で
は
約
一
・
三
㎝
、
第
一
契
口
か

ら
第
二
契
口
ま
で
は
約
二
三
㎝
。
第
二
契
口
か
ら
第
三
編
縄
ま
で

は
約
十
六
㎝
。
各
簡
の
字
数
は
約
三
九
字
で
あ
り
、
全
体
で
一
八

六
字
（
重
文
三
字
を
含
む
）
を
存
す
る
。
竹
簡
の
状
態
は
一
定
せ

ず
、
六
簡
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
第
三
編
縄
か
ら
簡
末
に
か
け
て
欠

損
が
み
え
る
ほ
か
、
第
二
契
口
の
や
や
上
の
あ
た
り
に
折
れ
て
断

絶
し
た
痕
が
あ
る
。
第
一
簡
・
第
四
簡
・
第
六
簡
は
、
上
下
の
竹

簡
を
繋
い
で
一
簡
と
し
て
い
る
が
、
第
三
簡
は
上
部
の
み
、
第
二

簡
と
第
五
簡
は
下
部
の
み
を
存
す
る
。

形
式
上
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
、
各
句
末
に
二
字
の
語
気
詞

「
今
兮
」
が
み
え
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
第
六
簡
に
は
、
こ
れ
に

加
え
て
「
也
今
兮
」
と
い
う
三
字
の
語
気
詞
も
登
場
す
る
。
語
気

詞
の
「
兮
」
は
『
詩
経
』
に
も
み
え
る
が
、『
楚
辞
』
な
ど
で
最

も
多
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
本
詩
と
南
方
と
の
強
い
関
連
性
を

窺
わ
せ
る
。
た
だ
し
、『
楚
辞
』
で
は
「
兮
」
は
一
字
で
使
用
さ

れ
、「
今
兮
」
や
「
也
今
兮
」
な
ど
、
二
字
や
三
字
の
語
気
詞
は

使
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
両
者
の
相
違
点
と
し
て
注
目
さ
れ

よ
う
。
語
気
詞
を
除
く
各
句
の
字
数
は
三
字
～
七
字
と
一
定
し
な

い
が
、
四
字
句
や
五
字
句
の
も
の
が
最
も
多
く
み
え
る
。

配
列
に
関
し
て
第
一
簡
は
、「
有
皇
将
起
～
」
と
句
首
か
ら
記

さ
れ
て
お
り
、
鳳
凰
が
立
ち
あ
が
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
そ
の
内
容
か

ら
も
本
詩
の
冒
頭
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
六
簡
の
最
後
に
は

墨
鉤
が
記
さ
れ
て
お
り
、
第
六
簡
は
本
詩
全
体
の
末
尾
と
考
え
て

問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
間
の
第
二
簡
か
ら
第

五
簡
に
か
け
て
は
、
竹
簡
の
保
存
状
態
が
悪
く
、
相
互
の
連
続
性

は
把
握
し
が
た
い
。
内
容
的
な
関
連
性
が
看
取
さ
れ
る
箇
所
も
な

い
で
は
な
い
が
、
相
互
の
前
後
関
係
は
不
明
で
、
欠
損
箇
所
以
外

に
も
い
く
つ
か
の
脱
簡
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

（ 82 ）



本
詩
を
読
解
す
る
際
に
は
、
各
簡
ご
と
に
そ
の
内
容
を
把
握
し
、

そ
の
上
で
関
連
部
分
を
抽
出
・
総
合
し
な
が
ら
分
析
を
加
え
る
必

要
が
あ
る
。

な
お
、
最
後
に
同
じ
く
第
八
分
冊
に
所
収
さ
れ
て
い
る
『
鶹
り
ゅ
う

鷅り
つ

』
と
の
関
係
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
。『
鶹
鷅
』
は
全
二
簡

が
残
存
し
て
お
り
、
竹
簡
の
形
制
・
第
一
人
称
「
余
」
の
使
用
・

字
体
な
ど
の
面
に
お
い
て
『
有
皇
将
起
』
と
酷
似
す
る
。
す
な
わ

ち
、
両
者
は
同
冊
の
竹
簡
に
書
写
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
鶹
鷅
』
と
『
有
皇
将
起
』

と
は
、
語
彙
や
主
題
な
ど
の
面
に
お
い
て
同
一
の
詩
と
は
認
め
が

た
い
と
こ
ろ
が
あ
り（
3
）、
両
者
を
別
々
の
篇
と
す
る
整
理
者
の

判
断
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

二
、『
有
皇
将
起
』
釈
読

以
下
に
『
有
皇
将
起
』
の
釈
文
と
訓
読
、
及
び
現
代
語
訳
を
載

せ
る
。
釈
文
は
、
基
本
的
に
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書

（
八
）』
に
依
拠
す
る
が
、
聯
合
読
書
会
を
は
じ
め
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
発
表
さ
れ
て
い
る
諸
論
文
を
参
考
に
文
字
を
改
め
た

箇
所
が
あ
る
。【　

】
内
の
数
字
は
、
竹
簡
の
整
理
番
号
。
な
お
、

本
稿
で
は
『
有
皇
将
起
』
の
全
体
的
な
把
握
を
主
と
す
る
た
め
、

釈
文
中
の
文
字
は
極
力
通
行
の
字
体
を
使
用
し
、
文
字
等
の
考
証

に
関
し
て
も
、
重
要
な
箇
所
に
関
し
て
の
み
記
す
こ
と
に
す
る
。

【
第
一
簡
】

又
（
有
）
皇（
4
）（
凰
）
將
起
含
（
今
）
可
（
兮
）（5
）

（
6
）（
助
）
余
教
保
子（
7
） 含
（
今
）
可
（
兮
）

囟（
8
）（
思
）
遊
於
仁（
9
）含
（
今
）
可
（
兮
）

能
與
余
相

（
助
）
含
（
今
）
可
〓
（
兮
）

可
（
何
）
幾（
10
）成
夫
含
（
今
）
可
（
兮
）

能
為
余
拜
楮
柧（
11
）含
（
今
）
可
（
兮
）

凰
有
り
て
將
に
起
た
ん
と
す

余
の
教
え
し
保
子
を
助
け
ん

思
う
ら
く
は
仁
に
遊
び

能
く
余
と
相
助
け
ん

何い

幾つ

か
夫
と
成
り

能
く
余
の
為
め
に
楮ち
ょ

柧こ

を
拜ぬ

け

鳳
凰
（
若
君
）
が
ま
さ
に
独
り
立
ち
し
よ
う
と
し
て
い
る

私
が
教
え
育
て
た
こ
の
若
君
の
力
と
な
ろ
う

願
わ
く
は
仁
に
親
し
み

と
も
に
助
け
あ
っ
て
い
こ
う

い
つ
か
立
派
な
成
人
と
な
り

（ 83 ）



私
の
た
め
に
害
を
除
い
て
ほ
し
い

【
第
二
簡
】

…
…
自
（
12
）（
悔
）
含
（
今
）
可
（
兮
）

有
過
而
能
改
含
（
今
）
可
（
兮
）

亡
（
13
）（
奉
）
有
風
（
諷
）
含
（
今
）
可
（
兮
）

同

（
奉
）
異
心
含
（
今
）
可
（
兮
）

有
（
奉
）
…
…

…
…
自み

ず
から

悔
い

過
有
ら
ば
能
く
改
め
よ

奉へ
つ
ら
い

亡な

き
は
諷
有
り

同と
も

に
奉へ
つ
らう
は
心
を
異
に
す

奉
有
る
は
…
…

…
…
自
分
自
身
で
反
省
し

過
ち
が
あ
れ
ば
改
め
よ

諂
わ
な
い
者
は
諫
言
し

同
調
し
て
諂
う
者
は
（
君
と
）
思
い
を
異
に
す
る

諂
う
者
は
…
…

【
第
三
簡
】

…
…
大
（
14
）（
路
）
含
（
今
）
可
（
兮
）

與
楮（
15
）含
（
今
）
可
（
兮
）

慮
余
子
其
速
長
…
…
…
…

…
…
大
路

と
楮
と
を

し

余
子
の
其
れ
速
く
長
ぜ
ん
こ
と
を
慮お
も

う

…
…
大
路

や
楮
な
ど
の
悪
木
を
生
い
茂
ら
せ
る

我
が
教
え
子
の
一
刻
も
早
い
成
長
を
願
う

【
第
四
簡
】

…
…
…
…
含
（
今
）
可
（
兮
）

離
凥（
16
）而
同
欲
含
（
今
）
可
（
兮
）

周
流
天
下
含
（
今
）
可
（
兮
）

將
慕（
17
）皇
（
凰
）
含
（
今
）
可
（
兮
）

有
不
善
心
耳
含
（
今
）
可
（
兮
）

莫
不
弁
（
變
）
改
含
（
今
）
可
（
兮
）

女
〓（
18
）（
如
女
）
子
將
（
19
）（
泣
）
含
（
今
）
可
（
兮
）
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…
…
…
…
今
兮

離
れ
て
凥お

る
も
欲
を
同
じ
く
せ
ん

天
下
に
周
流
す
る
も

將
に
凰
を
慕
わ
ん
と
す

心
耳
に
善
か
ら
ざ
る
こ
と
有
る
も

變
改
せ
ざ
る
こ
と
莫な
か

れ

女
子
の
如
く
將
に
泣
か
ん
と
す

…
…
…
…
今
兮

離
れ
て
い
て
も
思
い
は
一
つ

世
界
を
流
浪
し
よ
う
と
も

鳳
凰
（
若
君
）
の
こ
と
を
思
っ
て
お
り
ま
す

耳
に
逆
ら
い
心
を
害
す
る
こ
と
で
も

自
身
を
改
め
て
い
き
な
さ
い

女
子
の
よ
う
に
泣
く
と
き
は

【
第
五
簡
】

…
…�

若（
20
）�

余
子
力
含
（
今
）
可
（
兮
）

族
（
奏
）
〓
（
緩
緩
）（21
） 

必
慎
毋

（
勞
）
含
（
今
）
可

（
兮
）

日
月
卲
（
昭
）
明
含
（
今
）
可
（
兮
）

視
毋
以
三
誑（
22
）…
…

…
…�

若�

し
余
子
の
力つ
と

む
る
も

奏
緩
緩
と
し
て
必
ず
慎
し
み
て
勞
す
る
毋
れ

日
月
は
昭
明
し

三
誑
を
以も
ち

う
る
こ
と
毋
き
を
視し
め

す
…
…

も
し
力
を
尽
く
す
と
き
は

ゆ
っ
く
り
慎
重
に
し
て
疲
れ
な
い
よ
う
に

日
月
は
輝
き
照
ら
し

い
か
な
る
偽
り
も
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
示
す

【
第
六
簡
】

…
…
…
…
…
…
…
…
…
也
含
（
今
）
可
（
兮
）

（
命
）（23
） 

三
夫
之
旁
（
謗
）（24
） 

也
含
（
今
）
可
（
兮
）

膠
膰（
25
）誘
余
含
（
今
）
可
（
兮
）

蜀（
26
） （
獨
）

（
命
）
三
夫
含
（
今
）
可
（
兮
）

膠
膰
之
腈（
27
）（
精
）
也
含
（
今
）
可
（
兮
）

（
命
）
夫
三
夫
之
（
28
）（
請
）
也
含
（
今
）
可
（
兮
）
■

…
…
…
…
…
…
…
…
也
今
兮

三
夫
の
謗そ
し

る
も
の
に
命つ

げ
ん

膠こ
う

膰は
ん

も
て
余
を
誘
え

獨
だ
三
夫
に
命つ

げ
ん
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膠
膰
の
精
な
る
を

夫か

の
三
夫
の
請も
と

め
し
も
の
に
命つ

げ
ん
■

…
…
…
…
…
…
…
…
也
今
兮

我
を
誹
謗
す
る
小
人
た
ち
に
告
げ
て
お
く

報
酬
の
肉
を
準
備
し
て
私
を
誘
え

た
だ
小
人
た
ち
に
告
げ
て
お
く

報
酬
の
肉
は
立
派
な
も
の
を

私
に
不
当
な
要
求
を
す
る
小
人
た
ち
に
告
げ
て
お
く

［
参
考
文
献
］

●
「
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
」（「
復
旦
網
」）

�

（http://w
w
w
.gw
z.fudan.edu.cn

）

・�

復
旦
吉
大
古
文
字
専
業
研
究
生
聯
合
読
書
会
「
上
博
八
『
有

皇
将
起
』
校
読
」（「
復
旦
網
」、
二
〇
一
一
年
七
月
十
七
日
）

・�「
網
摘
『
上
博
八
』
専
輯
」（
鐘
碩
整
理
、「
復
旦
網
」、
二
〇

一
一
年
十
月
一
日
）

※
こ
の
論
考
は
、
前
掲
「
聯
合
読
書
会
」
の
内
容
に
対
す

る
ネ
ッ
ト
上
の
コ
メ
ン
ト
を
編
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿

で
は
蒋
文
・
鄔
可
晶
・
高
佑
仁
・
程
少
軒
・
秦
樺
林
な
ど
の

意
見
を
参
考
に
し
た
。
正
式
な
論
文
の
形
式
を
と
っ
て
お
ら

ず
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
も
の
も
あ
る
が
、
中
に
は
貴
重
な
意
見

も
あ
る
の
で
、
論
文
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。

●
「
簡
帛
網
」（http://w

w
w
.bsm

.org.cn/

）

・�

黄
傑
「
上
博
簡
『
有
皇
将
起
』
編
連
一
則
」（「
簡
帛
網
」、

二
〇
一
一
年
七
月
十
九
日
）

・�

張
峰
「『
上
博
（
八
）・
有
皇
将
起
』
讀
書
筆
記
」（「
簡
帛

網
」、
二
〇
一
一
年
七
月
二
四
日
）

三
、
第
一
簡
～
第
五
簡
の
内
容

上
記
の
釈
読
を
も
と
に
、
本
詩
の
内
容
に
つ
い
て
分
析
を
試
み

た
い
。
行
論
の
都
合
上
、
ま
ず
第
一
簡
～
第
五
簡
に
つ
い
て
み
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

本
詩
の
作
者
は
「
余
」
と
い
う
一
人
称
で
登
場
す
る
。
こ
れ
は

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
楚
辞
』
な
ど
に
も
類
例
が
み

え
る
。
そ
れ
で
は
一
体
、「
余
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、「
余
」
が
本
詩
の
中
で
関
心

を
よ
せ
る
「
保
子
」・「
余
子
」
と
の
関
係
か
ら
推
測
し
う
る
。

「
保
子
」
に
つ
い
て
整
理
者
は
、『
大
戴
礼
記
』
王
言
篇
の
「
上
の

下
に
親
し
む
こ
と
腹
心
の
如
く
す
れ
ば
、
則
ち
下
の
上
に
親
し
む

こ
と
保
子
の
慈
母
を
見
る
が
如
し
」
を
引
用
し
、
元
来
は
嬰
児
の
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意
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
こ
こ
で
は
未
成
年
の
貴
族
の
子

弟
、
中
で
も
楚
国
の
君
位
の
継
承
者
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
指

摘
す
る
。
第
一
簡
に
「
余
の
教
え
し
保
子
」
と
あ
り
、
作
者
の

「
余
」
は
「
保
子
」
の
教
育
を
担
当
す
る
人
物
と
推
察
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
整
理
者
の
「
保
傅
之
職
」
に
相
当
す
る
と
の
指
摘

は
妥
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
「
保
子
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。「
何い

幾つ

か
夫
と
成
り
」

（
第
一
簡
）
や
「
余
子
の
其
れ
速
く
長
ぜ
ん
こ
と
を
慮
う
」（
第
三

簡
）
と
い
う
表
現
か
ら
、「
保
子
」
は
い
ま
だ
成
人
し
て
お
ら
ず
、

作
者
は
そ
の
一
刻
も
早
い
成
長
を
願
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、「
女
子
の
如
く
將
に
泣
か
ん
と
す
」（
第
四
簡
）
と
あ
る
こ

と
か
ら
す
る
と
、「
保
子
」
は
ま
だ
幼
少
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

正
確
な
年
齢
は
不
明
だ
が
、
十
歳
前
後
（
或
い
は
そ
れ
以
下
）
の

男
子
と
み
て
お
く
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
幼
い

「
保
子
」
に
対
し
て
、
作
者
は
「
過
有
ら
ば
能
く
改
め
よ
」（
第
二

簡
）
な
ど
、
過
ち
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
素
直
に
受
け
止
め
、
己
を
正

す
こ
と
を
求
め
る
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
に
続
け
て

「
奉
へ
つ
ら
い

亡な

き
は
諷
有
り
」・「
同と
も

に
奉へ
つ
ら

う
は
心
を
異
に
す
」
な
ど
、

臣
下
の
諫
言
に
関
す
る
言
及
が
み
え
る
点
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
臣
下
の
存
在

を
前
提
と
し
た
発
言
で
あ
り
、「
保
子
」
は
将
来
臣
下
を
従
え
る

君
主
の
地
位
に
立
つ
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

前
述
の
如
く
、
本
詩
に
は
『
楚
辞
』
な
ど
に
特
徴
的
な
語
気
詞
の

「
兮
」
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
じ
く
出
土
し
た
竹
簡
群

に
は
楚
王
に
関
す
る
説
話
が
多
く
含
ま
れ
る
な
ど
、
楚
国
と
の
関

連
が
示
唆
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
詩
の
作
者
は
楚
人
で
あ
る

可
能
性
が
高
く
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
保
子
」
と
は
楚
国
の
貴
族
の

子
弟
で
あ
り
、
将
来
は
君
主
と
し
て
政
務
を
担
う
人
物
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
以
上
の
こ
と
を
総
合
す
る
と
、「
保
子
」
と
は
整
理

者
が
述
べ
る
よ
う
に
、
楚
国
の
君
位
の
継
承
者
、
す
な
わ
ち
楚
国

の
太
子
を
指
す
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
考
え
て
み
た
い
の
が
、
冒
頭
の
「
皇
（
凰
）

有
り
て
將
に
起
た
ん
と
す
」
と
い
う
一
句
で
あ
る
。
こ
の
句
に
関

し
て
は
、「
皇
」
を
鳳
凰
と
す
る
説
や
、「
皇
」
の
ま
ま
で
君
と
解

釈
す
る
説
な
ど
、
多
様
な
解
釈
が
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

鳳
凰
と
解
し
た
場
合
で
も
、
こ
れ
を
瑞
鳥
の
鳳
凰
そ
の
も
の
と
考

え
る
の
に
は
い
さ
さ
か
難
点
が
あ
る
。『
楚
辞
』
中
に
は
、
し
ば

し
ば
鳳
凰
が
登
場
す
る
が
、
鳳
凰
の
動
作
と
し
て
は
「
起
つ
」

（
立
ち
上
が
る
）
と
い
う
表
現
は
み
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

の
文
脈
か
ら
推
測
す
る
と
、「
有
皇
」
の
「
皇
」
は
、「
皇き
み

」
と
読

ん
で
君
主
の
意
と
と
る
か
、
も
し
く
は
鳳
凰
と
解
す
る
場
合
で

も
、
幼
い
「
保
子
」
が
自
立
す
る
様
子
を
た
と
え
た
も
の
で
、
い

ず
れ
に
し
て
も
将
来
国
政
を
担
う
人
物
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
本
詩
は
、
養
育
者
・
教
育
者
で
あ
る
作
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者
が
、
幼
い
「
保
子
」
の
行
く
末
を
案
じ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
で
は
、
続
け
て
そ
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
い

く
こ
と
に
し
よ
う
。

作
者
は
、「
何い

幾つ

か
夫
と
成
り
」（
第
一
簡
）
や
「
余
子
の
其
れ

速
く
長
ぜ
ん
こ
と
を
慮
う
」（
第
一
簡
）
の
よ
う
に
、「
保
子
」
の

速
や
か
な
成
長
を
願
い
、
成
長
後
は
、「
能
く
余
と
相
助
け
ん
」

（
第
一
簡
）
と
自
分
と
助
け
合
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
能
く
余
の
為
め
に
楮ち
ょ

柧こ

を
拜ぬ

け
」（
第
一
簡
）
と
、
作
者
の
た
め

に
「
楮ち
ょ

柧こ

」（
悪
木
）
な
ど
の
害
を
取
り
除
い
て
く
れ
る
よ
う

願
っ
て
も
い
る
。
こ
う
し
た
「
保
子
」
の
成
長
に
必
要
不
可
欠
な

の
が
、
己
の
過
誤
を
正
し
て
く
れ
る
臣
下
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
、

自
身
を
変
革
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。「
…
…
自
ら
悔
い
」・

「
過
有
ら
ば
能
く
改
め
よ
」（
第
二
簡
）
と
、
自
己
の
過
失
を
改
め

る
必
要
性
を
述
べ
た
後
、
作
者
は
「
奉
へ
つ
ら
い

亡な

き
は
諷
有
り
」・「
同と
も

に
奉へ
つ
らう

は
心
を
異
に
す
」（
第
二
簡
）
と
、
諫
言
を
行
う
臣
下
に

つ
い
て
言
及
す
る
。
君
主
に
諂
わ
な
い
臣
下
こ
そ
が
よ
く
諫
言
を

行
う
こ
と
が
で
き
、
君
主
に
同
調
し
て
諂
う
者
の
心
中
は
、
君
主

と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
諫
言
を
行
う
臣

下
こ
そ
が
行
動
を
と
も
に
す
べ
き
真
の
臣
下
で
あ
り
、
そ
の
諫
言

を
受
け
入
れ
て
自
身
を
変
革
す
る
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。

「
心
耳
に
善
か
ら
ざ
る
こ
と
有
る
も
」・「
變
改
せ
ざ
る
こ
と
莫な
か

れ
」

（
第
四
簡
）
と
い
う
句
も
同
様
で
あ
る
。
君
主
に
と
っ
て
臣
下
の

諫
言
は
耳
に
痛
く
、
往
々
に
し
て
心
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
あ
え
て
耳
を
傾
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
自
分

を
改
変
し
、
成
長
さ
せ
る
手
段
で
あ
る
と
い
う
。
臣
下
の
諫
言
は

ひ
と
え
に
君
主
の
た
め
な
の
だ
と
、
こ
こ
で
作
者
は
、「
保
子
」

を
教
導
し
て
き
た
己
の
姿
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
語
っ
て
い
る
の

か
も
知
れ
な
い
。

こ
う
し
た
訓
戒
が
み
え
る
一
方
で
、
第
五
簡
に
は
「
保
子
」
の

身
を
気
遣
う
言
葉
も
看
取
さ
れ
る
。「
…
…�

若�

し
余
子
の
力つ
と

む
る

も
」・「
奏
緩
緩
と
し
て
必
ず
慎
し
み
て
勞
す
る
毋
れ
」
と
、
力
を

尽
く
す
と
き
も
、
ゆ
っ
く
り
慎
重
に
し
て
決
し
て
心
身
を
疲
れ
さ

せ
な
い
よ
う
に
と
作
者
は
助
言
す
る
。
こ
こ
に
は
、
作
者
の
「
保

子
」
に
対
す
る
思
い
や
り
の
心
が
窺
わ
れ
よ
う
。

で
は
、
作
者
は
今
後
も
「
保
子
」
の
養
育
に
携
わ
っ
て
い
く
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
第
四
簡
の
「
離
れ
て
凥お

る

も
欲
を
同
じ
く
せ
ん
」
と
い
う
一
句
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で

は
、
作
者
と
教
え
子
の
「
保
子
」
と
が
別
々
の
場
所
に
い
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
離
れ
て
い
て
も
心
を
一
つ
に
し
よ
う
と
の
願
い

が
詠
み
こ
ま
れ
る
。

通
常
、
保
傅
の
職
に
あ
る
も
の
は
、
常
に
被
養
育
者
の
身
辺
に

控
え
て
教
導
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
斉
の
管
仲
や
鮑
叔

は
、
斉
の
公
子
糾
や
公
子
小
白
に
「
傅
」（
守
り
役
）
と
し
て
仕

え
、
常
に
身
辺
に
侍
っ
て
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
。
お
仕
え
し
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た
若
君
の
栄
達
は
、
自
身
の
栄
達
に
も
直
結
す
る
の
で
あ
り
、
い

わ
ば
両
者
は
一
心
同
体
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
、
両
者

は
「
離
れ
て
凥お

る
」
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
今

後
作
者
と
「
保
子
」
と
は
別
々
の
場
所
で
暮
ら
す
の
で
あ
り
、
以

後
、
作
者
は
「
保
子
」
の
養
育
者
で
は
な
く
な
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
続
く
「
天
下
に
周
流
す
る
も
」・「
將
に
凰
を
慕
わ
ん
と

す
」
と
い
う
部
分
も
こ
れ
と
関
係
し
て
い
よ
う
。
天
下
を
流
浪
し

て
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
も
、
い
つ
も
「
凰
」（「
保
子
」
を
指

す
）
の
こ
と
を
案
じ
て
い
る
と
作
者
は
い
う
。
こ
の
言
葉
か
ら

も
、
や
は
り
両
者
は
離
別
す
る
運
命
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ

ろ
う
。

で
は
、「
天
下
に
周
流
す
る
」
の
は
、「
保
子
」
の
側
で
あ
ろ
う

か
、
そ
れ
と
も
作
者
の
側
で
あ
ろ
う
か
。
本
詩
が
如
何
な
る
背
景

の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
詩
中
に
特
定
の
人
物

や
固
有
名
詞
等
が
登
場
し
な
い
こ
と
も
あ
り
、
詳
細
は
明
ら
か
に

し
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
が
離
別
す
る
に
至
っ
た
要
因
と

も
考
え
ら
れ
る
の
が
、
第
六
簡
に
記
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
詩
の
末
尾
に
位
置
す
る
第
六
簡
の
内
容
に

つ
い
て
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

四
、
第
六
簡
の
内
容

【
第
六
簡
】

①
…
…
…
…
…
也
今
兮�

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

②
命
三
夫
之
謗
也
今
兮�

三
夫
の
謗そ

し

る
も
の
に
命つ

げ
ん

③
膠
膰
誘
余
今
兮�

膠こ
う

膰は
ん

も
て
余
を
誘
え

④
獨
命
三
夫
今
兮�

獨
だ
三
夫
に
命
げ
ん

⑤
膠
膰
之
精
也
今
兮�

膠
膰
の
精
な
る
を

⑥
命
夫
三
夫
之
請
也
今
兮
■�

�

夫
の
三
夫
の
請も

と
め
し
も
の
に
命つ

げ
ん
■

末
尾
に
墨
鉤
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
六
簡
は
本
詩
の

最
後
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
二
字

の
語
気
詞
「
今
兮
」（
③
④
）
に
加
え
て
、
三
字
の
語
気
詞
「
也

今
兮
」（
①
②
⑤
⑥
）
も
み
え
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
②
④
⑥
に

は
い
ず
れ
も
「
三
夫
」
の
語
が
登
場
し
、
③
と
⑤
に
は
「
膠
膰
」

と
い
う
共
通
の
語
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
形
式
上
の
特
徴
か
ら

み
る
と
、
第
六
簡
は
①
と
②
、
③
と
④
、
⑤
と
⑥
の
二
句
で
一
組

を
な
し
、
こ
の
三
組
の
対
句
的
表
現
に
よ
っ
て
本
詩
は
締
め
括
ら

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

か
か
る
形
式
上
の
特
徴
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
第
六
簡
の
内
容
を

考
察
し
て
み
よ
う
。
整
理
者
は
、「
三
夫
」
と
は
多
勢
の
人
を
指
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す
と
し
、
②
の
「
三
夫
之
謗
」
と
は
、
多
く
の
人
が
誹
謗
中
傷
す

る
意
で
あ
る
と
す
る
。「
三
夫
の
謗
る
も
の
に
命
げ
ん
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
誹
謗
は
作
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
作

者
は
そ
う
し
た
自
分
を
誹
る
人
々
に
対
し
て
言
葉
を
発
し
て
い

る
。
こ
れ
は
④
⑥
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
⑥
に
み
え
る
「
三

夫
之
請
」
と
い
う
の
も
、
②
の
「
三
夫
之
謗
」
と
同
様
に
、
作
者

を
批
判
す
る
人
々
か
ら
受
け
た
要
求
・
要
請
を
指
す
と
思
わ
れ

る
。
整
理
者
は
、
報
酬
を
目
当
て
に
保
傅
の
職
に
つ
い
た
こ
と
に

対
す
る
批
判
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
膠
膰
も

て
余
を
誘
え
」
や
「
膠
膰
の
精
な
る
を
」
と
は
、「
三
夫
」
に
対

す
る
作
者
の
言
葉
で
あ
り
、「
三
夫
」
か
ら
の
批
判
の
内
容
で
は

な
い
。
作
者
が
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
人
々
の
誹
り
を
受
け
る

に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
第
六
簡
が
作
者
を
非
難

す
る
人
々
に
向
け
ら
れ
た
怒
り
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
第
四
簡
の
「
離
れ
て
凥お

る
も

欲
を
同
じ
く
せ
ん
」・「
天
下
に
周
流
す
る
も
」・「
將
に
凰
を
慕
わ

ん
と
す
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
。
作
者
と
「
保
子
」
と
は
今
後
離

れ
て
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
原
因
は
作
者
が
こ
う
し

た
世
間
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
世
間
の
批
判
を
浴
び
た
作
者
は
、
も

は
や
国
内
へ
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
に
退
去
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
天
下
を
流
浪
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、「
離
れ
て
凥
る
」
事
態
を
生
じ
た
こ
と
に
も
説
明
が
つ
く
。

自
分
を
批
判
す
る
人
々
に
対
し
て
、
作
者
は
「
膠
膰
も
て
余
を

誘
え
」・「
膠
膰
の
精
な
る
を
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
膠
膰
」
を
請

求
す
る
。「
膠
」
と
は
古
代
の
学
校
、「
膰
」
は
祭
祀
用
の
肉
を
指

す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
教
育
に
対
す
る
報
酬
を
意
味
す
る
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
者
が
訴
え
か
け
て
い
る
の
は
自
分

を
誹
謗
す
る
人
々
で
あ
り
、
こ
こ
で
単
に
こ
れ
ま
で
の
教
育
の
代

価
を
求
め
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。「
三
夫
の
謗
る
も
の
に
命

げ
ん
」
の
よ
う
に
、
か
な
り
強
い
調
子
で
憤
懣
の
情
を
発
し
て
い

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
大
勢
の
非
難
を
受
け
て
去
り
ゆ
く

作
者
が
、「（
今
度
逢
う
と
き
に
は
）
立
派
な
報
酬
を
用
意
し
て
お

け
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
言
い
放
っ
た
、
捨
て
台
詞
的
な
言
葉

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
作
者
の
憤
り
を
表
明
し
た
第
六
簡
と
関
連
す
る
と
思

わ
れ
る
の
が
、
第
五
簡
の
「
日
月
は
昭
明
し
」・「
三
誑
を
以
う
る

こ
と
毋
き
を
視
す
」
と
い
う
句
で
あ
る
。
第
六
簡
に
登
場
す
る

「
三
夫
」
と
の
関
連
で
考
え
る
と
、「
三
誑
」
と
は
、
作
者
を
批
判

す
る
「
三
夫
」
た
ち
の
偽
り
や
悪
事
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
日

月
の
光
は
必
ず
や
そ
れ
を
暴
き
出
す
の
で
、
決
し
て
不
正
が
用
い

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
作
者
は
叫
ぶ
。
こ
の
言
葉
の
中
に
は
、
作

者
が
受
け
た
不
当
な
誹
り
へ
の
怒
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
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な
か
ろ
う
か
。

第
一
簡
か
ら
第
五
簡
ま
で
の
内
容
の
み
で
解
す
る
な
ら
ば
、
本

詩
は
教
育
者
た
る
作
者
が
教
え
子
の
行
く
末
を
案
じ
て
詠
ん
だ
も

の
と
だ
け
解
し
て
も
問
題
は
な
い
。「
保
子
」
と
の
別
れ
に
関
し

て
も
、
特
別
な
事
情
を
読
み
込
む
必
要
は
な
く
、
単
に
「
保
子
」

が
成
長
し
て
作
者
の
手
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
解
す
れ
ば
よ

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
第
六
簡
に
お
い
て
憤

慨
の
情
を
発
す
る
必
然
性
も
な
く
な
り
、
詩
全
体
を
整
合
的
に
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
や
は
り
、「
三
夫
」
に
対
す
る

怒
り
と
、「
保
子
」
と
の
離
別
と
は
、
密
接
な
関
わ
り
を
も
つ
と

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

世
間
の
批
判
に
抗
し
き
れ
ず
「
保
子
」
の
も
と
を
離
れ
る
作
者

で
は
あ
っ
た
が
、
将
来
に
お
い
て
こ
れ
を
挽
回
す
る
一
縷
の
望
み

も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
が
手
塩
に
か
け
て
育
て

た
「
保
子
」
が
成
人
し
、
恩
師
た
る
作
者
に
復
帰
の
機
会
を
与
え

て
く
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「

と
楮
を

し
」（
第
三
簡
）
と
あ
る

よ
う
に
、
作
者
の
周
囲
に
は
悪
木
（
批
判
者
）
が
は
び
こ
り
、
現

状
は
如
何
と
も
し
が
た
い
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
保
子
」

が
成
長
し
て
君
主
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
師
で
あ
っ
た
作
者
に

も
再
び
光
り
が
当
た
る
は
ず
で
あ
る
。「
能
く
余
と
相
助
け
ん
」・

「
能
く
余
の
為
め
に
楮ち
ょ

柧こ

を
拜ぬ

け
」（
第
一
簡
）
と
あ
る
の
は
、
将

来
に
お
い
て
「
保
子
」
が
作
者
を
助
け
、
こ
の
状
況
を
挽
回
し
て

く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
言
葉
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
余

子
の
其
れ
速
く
長
ぜ
ん
こ
と
を
慮
う
」（
第
三
簡
）
と
、「
保
子
」

の
成
長
を
い
さ
さ
か
焦
っ
た
様
子
で
懇
願
す
る
の
も
、
か
か
る
作

者
の
境
遇
と
深
く
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

結
語

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

本
詩
の
作
者
は
、
ま
だ
幼
い
が
将
来
は
国
政
を
担
う
で
あ
ろ
う

「
保
子
」
の
教
育
係
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
何
か
ら
の
事
情
に
よ
っ

て
世
間
の
批
判
を
浴
び
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
職
を
解
か
れ
（
ま

た
は
辞
退
し
て
）、「
保
子
」
と
離
別
す
る
と
い
う
事
態
に
陥
る
。

作
者
は
「
保
子
」
の
将
来
を
案
ず
る
と
と
も
に
、
自
分
を
批
判
す

る
者
た
ち
へ
怒
り
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
状
況
を
打

開
す
る
わ
ず
か
な
望
み
を
「
保
子
」
の
成
長
に
託
し
た
。
そ
う
し

た
作
者
の
複
雑
な
心
情
を
読
み
込
ん
だ
も
の
が
本
詩
で
あ
る
と
。

確
か
に
本
詩
は
、
教
育
者
た
る
作
者
が
教
え
子
の
行
く
末
を
案

じ
て
詠
ん
だ
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
詩
中
か
ら
は

傍
ら
で
教
え
子
を
見
守
る
と
い
う
よ
う
な
微
笑
ま
し
さ
よ
り
も
む

し
ろ
、
鬱
屈
し
た
情
念
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
断
片
的
な
内
容
か
ら
は
、
必
ず
し
も
作
者
が
蒙
っ
た
境
遇
な
ど

は
明
ら
か
に
な
ら
ず
、
推
測
の
域
を
出
な
い
部
分
も
多
々
あ
る
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が
、
本
詩
全
体
を
整
合
的
に
理
解
す
る
一
つ
の
推
論
と
し
て
提
示

し
て
お
き
た
い
。

（
1
）
曹
錦
炎
氏
は
、
前
掲
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
八
）』「
有
皇

将
起
」
の
「
説
明
」
で
、『
楚
辞
』
に
お
い
て
も
主
に
第
一
人
称
の
「
余
」

が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
使
用
率
は
「
予
」・「
吾
」・「
我
」・「
朕
」

な
ど
の
総
和
よ
り
も
多
い
と
し
て
、『
有
皇
将
起
』
と
『
楚
辞
』
と
の
関

連
性
を
強
調
す
る
。

（
2
）
上
博
楚
簡
中
に
は
、
春
秋
の
五
覇
と
し
て
有
名
な
楚
の
荘
王
が
登
場

す
る
『
荘
王
既
成
』・『
鄭
子
家
喪
』
の
ほ
か
、霊
王
（『
申
公
臣
霊
王
』）、

平
王
（『
平
王
問
鄭
寿
』・『
平
王
与
王
子
木
』）、
昭
王
（『
昭
王
毀
室
』・

『
昭
王
与
龔
子

』）、
簡
王
（『
柬
大
王
泊
旱
』）
と
い
っ
た
歴
代
の
楚
王

に
関
す
る
説
話
が
み
え
る
。
ま
た
、
馬
承
源
主
編
『
上
博
館
蔵
戦
国
楚

竹
書
（
一
）』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
の
「
前
言
：
戦
国

楚
竹
書
的
発
現
保
護
和
整
理
」
で
は
、
上
博
楚
簡
は
湖
北
省
か
ら
出
土

し
た
と
の
噂
が
あ
る
が
確
証
は
な
い
と
し
た
上
で
、
種
々
の
状
況
や
郭

店
楚
簡
と
の
比
較
か
ら
、
上
博
楚
簡
は
楚
が
郢
か
ら
遷
都
す
る
以
前
の

貴
族
の
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
）『
鶹
鷅
』
に
は
、
第
一
簡
の
六
句
中
、
四
句
に
「
鶹
鷅
」（
梟
を
指
す
）

が
登
場
す
る
。
梟
は
貪
欲
な
鳥
で
あ
り
、『
楚
辞
』
七
諫
・
怨
世
に
は
「
梟

鴞
は
既
な
以
て
羣
を
成
す
」
と
み
え
る
。
本
詩
に
お
い
て
「
鶹
鷅
」
は
、

「
衣
を
欲
し
て
枲
を
悪
み
」
と
立
派
な
服
（
衣
）
を
欲
し
、麻
の
衣
服
（
枲
）

を
嫌
う
と
さ
れ
た
り
、
ま
た
「
織
ら
ず
し
て
衣
を
欲
す
」
と
仕
事
を
せ

ず
に
利
益
の
み
を
欲
す
る
輩
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
鶹

鷅
』で
は「
鶹
鷅
」に
な
ぞ
ら
え
て
貪
欲
な
人
々
を
批
判
す
る
内
容
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
『
有
皇
将
起
』
に
は
、『
鶹
鷅
』
で
繰
り
返

し
登
場
す
る
「
鶹
鷅
」
の
語
は
み
え
ず
、ま
た
「
鶹
鷅
」
が
欲
す
る
「
衣
」

へ
の
言
及
も
な
い
。
ま
た
、
教
え
子
へ
の
心
情
や
教
誨
を
詠
む
『
有
皇

将
起
』と
貪
欲
を
テ
ー
マ
と
し
た『
鶹
鷅
』と
は
主
題
が
異
な
っ
て
い
る
。

（
4
）
原
釈
文
は
、「
皇
」
は
鳥
名
で
、
後
世
の
字
で
は
「
凰
」
と
記
す
と
す

る
。
蒋
文
は
、「
皇
」
を
「
凰
」
に
読
む
明
確
な
根
拠
は
な
い
と
し
、「
有

皇
」
と
は
「
皇
皇
」
で
「
將
起
」
の
修
飾
語
、「
有
皇
將
起
」
と
は
、
本

篇
が
描
写
す
る
主
体
で
あ
り
、
単
に
興
起
の
意
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
鄔

可
晶
は
、「
有
皇
將
起
」
の
「
皇
」
は
遑
暇
の
「
遑
」
で
「
有
遑
」
で
あ

り
、
第
四
簡
「
將
莫
皇
今
兮
」
の
「
莫
皇
」
と
対
を
な
す
と
指
摘
す
る
。

確
か
に
、
蒋
文
の
い
う
よ
う
に
「
皇
」
を
「
凰
」
と
す
る
明
確
な
根
拠

は
な
い
も
の
の
、
鳳
凰
に
た
と
え
て
描
写
し
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
を
瑞
鳥
の
鳳
凰
そ
の
も
の
と
考
え
る
の
に
は
い
さ
さ
か

難
点
が
あ
る
。『
楚
辞
』
な
ど
に
は
、
し
ば
し
ば
鳳
凰
が
登
場
す
る
が
、

鳳
凰
の
動
作
と
し
て
は
「
吾
令
鳳
鳥
飛
騰
」（
離
騒
篇
）、「
鳳
皇
翼
其
承

旂
、
高
翔
翺
之
翼
翼
」（
離
騒
篇
）
な
ど
、
飛
翔
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ

て
お
り
、「
起
つ
」（
立
ち
上
が
る
）
と
い
う
表
現
は
み
え
な
い
。
こ
こ
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の
文
脈
か
ら
す
る
と
、「
有
皇
」
の
「
皇
」
は
、「
皇き

み

」
と
読
ん
で
君
主

の
意
と
と
る
か
、
も
し
く
は
鳳
凰
と
解
す
る
場
合
で
も
、
幼
い
「
保
子
」

が
立
ち
上
が
る
様
に
喩
え
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
将
来
国
政
を
担
う
人

物
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）「
含
可
」
に
つ
い
て
、
原
釈
文
は
「
含
兮
」
に
読
み
、
二
字
の
語
気
詞

と
す
る
。
聯
合
読
書
会
は「
含
」字
を「
今
」字
と
し
て
表
記
す
る
。「
含
」

字
は
楚
簡
中
に
お
い
て
「
今
」
の
異
体
字
と
し
て
み
え
る
こ
と
か
ら
、

以
降
も
す
べ
て
「
今
」
字
で
記
す
こ
と
と
す
る
。

（
６
）
原
釈
文
は
「
叀
」
字
に
隷
定
し
、語
気
詞
の
「
惟
」
の
意
と
し
て
『
尚

書
』
の
用
例
を
あ
げ
る
。
聯
合
読
書
会
は
「

」
字
と
し
、「
助
」
に
解

す
る
。
該
字
は
、
下
文
に
も
再
度
登
場
し
、
そ
こ
で
は
原
釈
文
・
聯
合

読
書
会
と
も
に
「
助
」
字
の
意
と
し
て
い
る
。
両
所
と
も
聯
合
読
書
会

の
よ
う
に
、
統
一
的
に
「
助
」
字
で
解
釈
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
７
）
原
釈
文
は
、「
保
子
」
に
関
し
て
、も
と
も
と
は
嬰
児
の
意
と
し
て
『
大

戴
礼
記
』
王
言
篇
の
「
上
の
下
に
親
し
む
こ
と
腹
心
の
如
く
す
れ
ば
、

則
ち
下
の
上
に
親
し
む
こ
と
保
子
の
慈
母
を
見
る
が
如
し
」
を
引
用
す

る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
未
成
年
の
貴
族
の
子
弟
を
指
す
と
し
た
上
で
、

楚
国
の
君
位
を
継
承
す
る
嗣
君
の
可
能
性
が
高
い
と
す
る
。
聯
合
読
書

会
は
、「
保
子
」
の
用
例
は
文
献
に
み
え
な
い
と
す
る
が
、『
大
戴
礼
記
』

に
用
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
原
釈
文
に
従
っ
て
読
む
。

（
８
）
原
釈
文
は
「
囟
」
を
「
思
」
と
読
み
、
希
冀
の
意
と
す
る
。

（
９
）
原
釈
文
は
「
忎
」
字
と
し
て
「
愛
」
字
に
解
釈
す
る
が
、
聯
合
読
書

会
は
「
忎
」
字
の
上
部
が
「
愛
」
と
は
異
な
る
と
し
て
「
仁
」
字
に
読
む
。

こ
こ
で
は
聯
合
読
書
会
の
説
に
従
う
。

（
10
）原
釈
文
は
、前
句
の「
可
」字
の
下
に
重
文
符
号
が
あ
る
と
し
、「
可（
何
）

哀
城
夫
」
と
釈
読
す
る
。
聯
合
読
書
会
は
、
整
理
者
の
「
哀
」
字
の
隷

定
に
関
し
て
、明
ら
か
に
字
形
が
合
わ
な
い
と
し
て
「
可
幾
」
に
隷
定
し
、

「
幾
」
は
「
冀
」
に
通
じ
て
、希
望
の
意
で
あ
る
と
す
る
。
張
峰
は
、「
幾
」

は
「
期
」
の
意
で
あ
り
、「
何
期
」
は
何
時
の
意
と
す
る
。
意
味
上
は
張

峰
説
が
最
も
通
り
が
よ
い
の
で
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

（
11
）
原
釈
文
は
、「
楮
柧
」
と
は
楮
木
製
の
木
牘
で
、
書
を
学
び
字
を
識
る

こ
と
を
指
す
と
し
、「
能
為
余
拜
楮
柧
」
と
は
、
自
分
を
師
と
仰
い
で
教

育
を
受
け
る
こ
と
と
解
す
る
。
聯
合
読
書
会
は
、『
詩
経
』
甘
棠
の
「
勿

剪
勿
拜
」（
剪き

る
勿
れ
拜ぬ

く
勿
れ
）
を
例
に
挙
げ
、「
拜
」
と
は
「
拜ぬ

く
」

意
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
鄔
可
晶
は
聯
合
読
書
会
の
見
解
に
賛

同
し
、
さ
ら
に
「
楮
」
は
悪
木
で
あ
り
、「
柧
」
も
同
類
で
あ
る
と
し
て
、

『
詩
経
』
小
雅
・
鶴
鳴
の
疏
を
例
証
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
あ
る
師

保
が
苦
労
し
て
公
子
を
成
人
と
し
、
自
分
の
た
め
に
悪
人
を
排
除
し
て

く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
が
、
公
子
は
成
人
後
に
悪
影
響
を
受
け

て
師
保
と
心
を
異
に
し
、
そ
こ
で
師
保
は
泣
い
て
諫
め
、
公
子
の
「
有

過
而
能
改
」
を
望
ん
だ
と
解
す
る
。
公
子
が
成
人
後
に
悪
影
響
を
受
け

師
保
と
心
を
異
に
す
る
云
々
は
、
詩
の
後
半
部
の
解
釈
に
も
よ
る
が
、

「
楮
」・「
柧
」は
悪
木
で
、作
者
の
た
め
に
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
と
す
る
鄔
可
晶
の
指
摘
は
参
考
に
値
し
よ
う
。
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（
12
）
原
釈
文
は
、「

」
を
「
誨
」
に
読
み
、高
佑
仁
は
、「
自
誨
」
と
は
「
自

謀
」
の
意
と
す
る
。
程
少
軒
は
、「
自
誨
」
と
「
改
過
」
と
が
対
を
な
す

の
で
、「
自
悔
」
と
読
む
の
が
よ
い
と
す
る
。
秦
樺
林
も
「
自
悔
」
は
典

籍
中
に
常
見
す
る
と
し
て
程
説
に
賛
同
し
、『
孔
子
家
語
』
を
引
用
す
る
。

竹
簡
上
部
の
欠
損
に
よ
り
、
確
定
は
し
が
た
い
も
の
の
、
直
後
の
「
過

有
ら
ば
能
く
改
め
よ
」
と
い
う
一
文
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
と
、
程
少

軒
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
自
悔
」（
自
ら
悔
い
）
と
読
む
の
が
よ
い
で

あ
ろ
う
。

（
13
）
原
釈
文
は
、「

」
を
「
奉
」
と
し
、
奉
承
（
諂
い
）
や
順
従
の
意
で
、

こ
の
二
句
は
、
諂
わ
な
い
者
は
よ
く
諫
言
で
き
、
同
調
し
て
諂
う
者
は
、

心
中
は
（
君
主
の
心
と
）
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
を
い
う
と
す
る
。
こ

の
解
釈
に
従
う
。

（
14
）
原
釈
文
は
、「

」
と
は
「
路
」、「
大
路
」
と
は
「
大
車
」
で
あ
る
と

し
、『
礼
記
』
明
堂
位
の
鄭
玄
注
「
大
路
と
は
木
路
な
り
」
を
引
く
が
、

上
部
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
文
意
は
不
明
。

（
15
）
原
釈
文
は
、「

」
は
「
戟
」
で
あ
り
、
古
代
兵
器
の
名
と
す
る
。
ま

た
二
字
目
の
「

」
字
は
「
栽
」
で
あ
り
、「
植
」
の
意
と
す
る
。
聯
合

読
書
会
は
、
包
山
楚
簡
二
七
〇
号
に
「
彫

」
と
あ
る
と
し
て
、
李
家

浩
の
「
彫
輈
」
と
す
る
説
を
紹
介
す
る
。
ま
た
、
第
二
字
目
を
「

」

字
に
隷
定
。
程
少
軒
は
、「

」
と
は
「
繚
」
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、

『
楚
辞
』
九
歌
の
「
繚
之
兮
杜
衡
」
を
引
用
し
て
、
生
い
茂
る
こ
と
と
す

る
。「
楮
」
字
は
第
一
簡
に
も
み
え
、
そ
こ
で
は
悪
木
と
解
し
た
。
こ
こ

に
登
場
す
る
「

」
や
「
楮
」
も
悪
木
と
解
し
、「

」
は
「
繚
」（
生

い
茂
る
さ
ま
）
で
あ
る
と
す
る
程
少
軒
の
説
を
参
考
に
す
れ
ば
、
こ
こ

で
は
悪
木
が
盛
ん
に
生
い
茂
る
さ
ま
を
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
16
）
原
釈
文
は
、
第
一
字
目
を
「
鹿
」
字
に
隷
定
し
、「
獨
」
字
に
音
通
す

る
と
し
、ま
た
、第
二
字
目
の
「
凥
」
は
楚
簡
の
句
法
か
ら
み
る
と
「
処
」

に
通
じ
、「
居
処
」
の
意
と
す
る
。
聯
合
読
書
会
は
、
楚
文
字
の
「
鹿
」

は
「
麗
」
に
作
る
こ
と
が
多
い
と
し
、「
麗
」
は
「
離
」
に
読
む
べ
き
と

す
る
。
下
文
に
は
、「
同
欲
」（
欲
を
同
じ
く
せ
ん
）
と
、
思
い
を
一
つ

に
す
べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、「
獨
凥
」

（［
作
者
が
］
獨
り
凥お

る
）
よ
り
も
「
離
凥
」（［
作
者
が
保
子
と
］
離
れ

て
凥お

る
）
の
ほ
う
が
よ
り
適
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
字
目
に
関

し
て
は
聯
合
読
書
会
の
説
に
従
い
、「
離
」
字
で
読
む
こ
と
に
す
る
。

（
17
）
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
原
釈
文
は
「
将
莫
皇
（
惶
）」
と
隷
定
し
、「
恐

れ
る
必
要
は
な
い
」
と
の
意
と
す
る
。
聯
合
読
書
会
は
「
莫
」
字
は
「
慕
」

と
読
む
可
能
性
が
あ
る
と
し
、「
皇
」
は
「
凰
」
で
あ
る
と
す
る
。
第
一

簡
に
も
「
皇
」
字
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
統
一
的
に
「
凰
」
で
解
す

る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
文
脈
上
「
莫
」
字
は
動
詞
、

或
い
は
動
詞
的
な
用
法
で
読
む
こ
と
に
な
る
。
聯
合
読
書
会
の
よ
う
に

「
慕
」
と
す
る
か
、
或
い
は
「
莫
」
の
ま
ま
「
皇
（
凰
）
を
莫う
し
なう
」
な
ど

の
読
み
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
聯
合
読
書
会
の
説
に
従
う
こ
と

に
す
る
。

（
18
）
原
釈
文
は
、「
女
〓

」
に
つ
い
て
、「
女
」
字
の
下
に
重
文
符
号
が
あ
る
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と
し
て
「
女
女
」
と
し
、さ
ら
に
上
部
の
「
女
」
は
「
如
」
で
あ
り
、「
如

女
」
と
読
む
べ
き
と
す
る
。

（
19
）
原
釈
文
は
、「
將
」
字
の
下
の
「

 

」
字
を
「

」
に
隷
定
す
る
が
、

聯
合
読
書
会
は
、
水
に
従
い
眔
に
従
う
「
泣
」
字
で
あ
る
と
し
、
郭
店

楚
簡
五
行
篇
簡
17
に
み
え
る
「
泣
」（

 
）
字
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。

郭
店
楚
簡
等
と
の
関
連
を
重
視
し
、
聯
合
読
書
会
の
見
解
に
従
う
こ
と

と
す
る
。

（
20
）
原
釈
文
は
、「
余
子
」
の
上
の
一
字
を
空
白
（
□
）
と
す
る
が
、
聯
合

読
書
会
・
黄
傑
・
張
峰
は
「
若
」
字
に
隷
定
し
て
お
り
、
こ
れ
に
従
う
。

な
お
、
黄
傑
は
、
第
五
簡
の
「
若
」
字
の
上
部
が
第
三
簡
末
尾
に
み
え

る
と
し
て
両
簡
の
綴
合
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
こ
の
一

句
は
「
慮
余
子
其
速
長
若
余
子
力
今
兮
」
の
よ
う
に
、
不
自
然
に
長
い

句
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
配
列
に
関
し
て
は
元
の
ま
ま
と
す
る
。

（
21
）
原
釈
文
は
、第
一
字
目
は
「
族
」
で
「
奏
」
に
通
じ
、節
奏
（
リ
ズ
ム
）

の
意
と
し
て
『
荀
子
』
非
相
篇
な
ど
の
類
例
を
引
用
す
る
。
そ
し
て
「
奏

緩
緩
必
慎
毋
勞
」
と
は
、
リ
ズ
ム
（
規
律
）
は
緩
や
か
で
も
疲
れ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
を
い
う
と
す
る
。

（
22
）
原
釈
文
は
、「
視
」
と
は
「
看
待
」（
待
遇
す
る
）、「
対
待
」（
対
処
す
る
）

の
意
、「
誑
」
と
は
、「
欺
騙
」（
だ
ま
す
）
の
意
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、

日
月
が
光
り
輝
い
て
「
三
誑
」（
様
々
な
偽
り
や
悪
事
）
を
照
ら
し
出
す

の
で
、
決
し
て
「
三
誑
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
の
意
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
視
」
は
「
示
す
」
の
意
で
読
ん
で
お
く
。

（
23
）
原
釈
文
は
、「

」
と
は
「
命
」
で
あ
り
、
告
げ
る
意
で
あ
る
と
す
る
。

（
24
）
原
釈
文
は
、「
旁
」
と
は
「
謗
」
で
あ
り
、「
三
夫
之
謗
」
と
は
、
大

勢
の
人
の
誹
謗
流
言
を
指
す
と
す
る
。「
三
夫
」
と
は
、
三
人
の
有
力
貴

族
と
い
っ
た
実
際
の
人
物
を
指
す
可
能
性
も
あ
る
が
、
今
は
原
釈
文
に

従
っ
て
お
く
。

（
25
）
原
釈
文
は
、「
膠
」
と
は
古
代
の
学
校
名
、「
膰
」
は
古
代
の
祭
祀
用

の
肉
で
あ
り
、「
膠
膰
」
と
は
学
校
に
送
る
祭
肉
の
こ
と
と
す
る
。
そ
し

て
こ
の
句
は
、
多
く
の
人
が
本
篇
の
詩
人
が
、「
膠
膰
」
と
い
う
良
い
待

遇
の
誘
い
を
う
け
て
教
職
に
つ
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
動
機
が
不

純
で
あ
る
こ
と
を
誹
謗
す
る
も
の
と
解
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ

で
作
者
は
「
膠こ
う

膰は
ん

も
て
余
を
誘
え
」
や
「
膠
膰
の
精
な
る
を
」
な
ど
、

み
ず
か
ら
「
膠
膰
」
を
要
求
し
て
お
り
、
整
理
者
の
い
う
よ
う
に
、
こ

れ
を
小
人
か
ら
の
批
判
の
内
容
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
26
）
原
釈
文
は
、「
蜀
」
は
「
嘱
」
と
し
、「
嘱
命
」
は
嘱
咐
（
い
い
つ
け
る
、

た
の
む
）
の
意
と
す
る
。
聯
合
読
書
会
は
、「
蜀
」
を
「
獨
」
と
す
る
。

後
者
に
従
う
。

（
27
）
原
釈
文
は
、「
腈
」
は
「
精
」
で
あ
る
と
す
る
。

（
28
）
原
釈
文
は
、「

」
は
「
命
」
字
で
告
訴
の
意
と
し
、「
命
夫
」
の
「
夫
」

は
、
上
文
に
よ
る
と
衍
文
か
語
気
詞
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
ま
た
、「

」

は
「
請
」
で
あ
り
、
請
求
や
要
求
の
意
で
あ
る
と
す
る
。
確
か
に
、「
命

夫
」
の
「
夫
」
に
関
し
て
は
衍
文
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
今
は
そ
の
ま

ま
読
ん
で
お
く
。

（ 95 ）




